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１．開 会 

 

２．議 事 

 ・救援物資・燃料の調達・輸送体制の在り方について 

 ・医療体制の在り方について 

 ・その他 

 

３．閉 会
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開 会 

 

○藤山（事務局） それでは、定刻となりましたので、ただいまから「首都直下地震対策

検討ワーキンググループ」の第７回会合を開催いたします。 

 委員の皆様には、御多忙のところを御出席いただき、誠にありがとうございます。 

 本日は、中川大臣は他の公務により、遅れての出席となります。 

 本日、御都合により御欠席される●●の代理として東京都総務局危機管理監の●●様。

●●の代理として株式会社ローソンの●●様。それぞれ御出席いただいております。 

 本日は、●●、●●、●●、●●は御都合により御欠席です。 

 それでは、お手元に配付しております本日の資料を確認させていただきます。 

 座席表、議事次第、委員名簿、資料が１～５までございます。最後に、第６回議事概要

がございます。 

 資料はよろしいでしょうか。 

 それでは、以降の進行は●●にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○ ●● お暑いところ、御苦労様です。まず、議事に入ります前に、議事概要、議事録

及び配付資料の公開について申し上げます。 

 議事概要は、会議終了後、速やかに発言者を伏せた形で公表することとし、また詳細な

議事録につきましても、発言者を伏せた形で作成し、委員の皆様に御確認をいただいた上

で本ワーキンググループの終了後、１年を経過した後、公表することとしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 また、本日の会合の後、記者へのブリーフィングを予定しております。本日の議論を踏

まえ、私からブリーフィングいたしますが、主査の立場からの発言を行うこともあると思

いますので、その点、御留意いただければと思います。 

 また、本日の資料につきましてはすべて公開とさせていただきます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 初めに、「救援物資・燃料の調達・輸送体制の在り方について」、関係省庁より資料の

説明をお願いいたします。 

 初めに、農林水産省から説明をお願いします。 
 

資料説明 

 

○農林水産省 農林水産省の経営局災害総合対策室長をしております●●と申します。 

 お手元の資料１に基づきまして、「東日本大震災から得られた教訓と首都直下地震に備

えた今後の課題」ということで御説明申し上げたいと思います。 

 まず１ページをごらんください。 

 初めに、農林水産省における応急用食料の調達について御説明いたします。 
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 緊急食糧の供給につきましては、被災後直後にまず被災自治体あるいはその周辺自治体

等が備蓄する食料によって行われますけれども、それによって不足が生じてきた場合には、

被災自治体等からの要請に基づいて、農林水産省が食品関係団体あるいは食品関係企業に

飲食料等を調達することとなっております。 

 農林水産省では、災害時等にも備えて、政府米としての米穀の備蓄を行っているところ

でございますけれども、このほか、そこにございますが、精米、パン、おにぎり等の応急

用食料について、その調達の可能量を毎年調査しております。この可能量の調査結果につ

きましては、省内関係部局で情報共有するとともに、都道府県にも情報提供して、いざと

いうときにはこういったところで供給が可能であるということで情報提供させていただい

ているところでございます。 

 発災時におきましては、今、申し上げました調達可能量の調査結果を活用いたしまして、

災害発生地域あるいはその周辺地域に立地する関係企業のうち、まずは供給能力の高い企

業から順次その時点での供給能力をお聞きして、緊急出荷要請に対応できる体制を整備す

るということになっております。 

 ２ページをごらんください。 

 東日本大震災においてどういったことがあったかということでございますけれども、東

日本大震災時におきましては、農林水産省といたしまして、200 社を超える食品メーカー

等の協力の下、ピーク時では１日当たり 154 万食の食品を調達いたしました。 

 これらに伴って明らかになった課題でございますけれども、そこに３点ございます。 

 １つ目は、行政機能の麻痺あるいは通信の断絶等によって、支援が必要な食料の量ある

いは輸送先等の把握が困難であったことでございます。 

 ２つ目は、それぞれおにぎり、パン等において、１食当たりおにぎりなら２個、パンな

ら１個といったような食料の単位が統一されていなかった、私どもと被災自治体等の間で

認識が共通していなかったことから、例えばおにぎりが２個届いたときに、それは一人前

なのか二人前なのかというような、笑えないような混乱が起こったというようなこともご

ざいまして、いちいち確認しなければならなくて非常に混乱したということでございます。 

 あとは輸送等にも関連いたしますけれども、輸送車両、ガソリン、軽油等がなかなか十

分に供給されなかったことから、現地に着いたときにはもう消費期限ぎりぎりであったと

いうようなこともございました。 

 ３ページをごらんください。 

 東日本大震災と現在想定されています首都直下地震の被害想定を比べたときにどんな違

いがあるかということでございますけれども、基本的には避難所に避難されている方の数

が必要な応急食料の量に関連するわけでございますけれども、そこにございますように東

日本大震災時には、多いときで避難所の生活者の方 43 万人でございました。一方、現在、

想定されている首都直下地震におきましては 460 万人ということでございます。 

 調達した食料は、東日本大震災時におきましては、３月 11 日から４月 20 日までと 40
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日間にわたりまして 2,584 万食という実績がございましたけれども、一方、現在想定され

ています首都直下地震におきましては、１週間で 7,350 万食を調達しなければならないと

いうことになっておりまして、短期間の間に 10 倍以上の食料をどうやって調達してそれ

を輸送するかということが大きな課題になると考えてございます。 

 ４ページをご覧ください。 

 中間報告を踏まえまして農林水産省としてどういった対応をしたかということでござい

ますけれども、中間報告に至る議論あるいは省内でのいろいろな東日本大震災での食料供

給に関する検証を踏まえまして、３月に震災対応マニュアルということで作成したわけで

ございます。 

 その中で、そのマニュアルにおきましては、省内の体制、食料・物資支援チームをあら

かじめ整備しておく。これは東日本大震災のときに、これまで大量のそういった食料の供

給・調達をしたことがなかったので、省内でも関係部局の中で非常に混乱を起こして、政

府の本部とのやりとり等がどこと連絡を取ったらいいのかということで大混乱しました。

それを踏まえまして、あらかじめ責任者を定め、通常からこういったチームを整備してお

いて、いつでも動けるようにしたということでございます。 

 地元から情報が入らずになかなか調達ができなかったということでございます。農水省

としてプッシュ型の支援を行うときにはこういった支援を行いたいということで、農水省

としての手順を整備したところでございます。これにつきましては、後ほどまた出てまい

りますけれども、今後、国としての全体のプッシュ型のスキームができた際には、当然の

ことながら見直していくことになると思っております。 

 先ほど申し上げましたけれども、食料の品目とか量とか単位が統一化されていなかった

ので、後ほど御紹介いたしますけれども、マニュアルの中で統一化いたしまして、都道府

県等ともそのメニューを共有していくこととしております。 

 ４番目でございますけれども、被災自治体への職員の派遣というのは、実際に調達、供

給した食料が現場まで届いているかどうかということがなかなか確認できずに、特にマス

コミ報道等によって、あそこの自治体のどこの避難所には全く食料が届いていないという

ような報道があるたびにいちいち確認作業に追われていたわけでございます。私どもは地

方組織も持っておりますので、そういったところから被災自治体へ職員を派遣して、きち

んと食料が届いているかどうかというような情報を自ら取るようなこともマニュアルの中

で整備したわけでございます。 

 ５ページをごらんいただきたいと思います。 

 今、申し上げましたマニュアルの中で整理したことを２点ばかり御紹介したいと思いま

す。１つはプッシュ型支援のセットメニューということでございます。例えば今後どうい

う形で具体化するかわかりませんけれども、1,000 人分の食料を用意してくれという指示

があったときに、あらかじめこういった内容の食料を準備するということを想定しておけ

ば調達等が早く進むわけでございますので、そういったことでいろいろな条件に応じて幾
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つかのパターンでマニュアルの中で想定しているわけでございます。 

 例えばそこにございますように発災後１～３日目、初期におきましては、まず簡単に食

べられること、カロリーが得られることというようなことを中心として、炭水化物系の食

品を準備する。４日目以降につきましては、ニーズがだんだん副食系にも変わってまいり

ますので、缶詰等の副食系のものについても、あらかじめメニューの中で準備しておく。 

 東日本大震災のときには気温が 20℃以下でございましたので、日持ちという点では非

常に有利だったのですけれども、仮に今のような時期に起こった場合には、おにぎりとか

お弁当というものは、輸送時間を考えますとなかなか準備しにくいので、そういったとき

には違うものを準備する。 

 1,000 人の被災者の方がおられれば、当然その中には乳幼児の方もおられますし、介護

が必要な方もおられるということで、標準的な 1,000 人当たりの人数に応じて、1,000 人

分といえば、その中に必要な乳幼児用の食品あるいは介護用の食品もあらかじめ何人分と

いうようなことでセットしておくというようなことで考えているところでございます。 

 ６ページでございます。 

 これはいわゆる要請に応じて支援を行うときでございますが、先ほど申し上げましたよ

うに、被災地側と私どもでなかなかこういった統一がとれていなくて非常に混乱したとい

うお話を申し上げました。あらかじめメニューをつくっておいて、この中からこれとこれ

を何人分、何食分調達してくれということで要請を受ければそういった混乱がなくなると

思いますので、あらかじめそういったプル型の支援においてもメニューをつくっておくと

いうことで準備しているところでございます。 

 最後に７ページをごらんください。 

 これは推進検討会議の最終報告の中で関連する部分ということで書かせていただきまし

たけれども、こういったことでいろいろ御議論を推進会議でもいただきまして、プッシュ

型の支援あるいは従来からのプル型の支援についてこういったことが書かれているわけで

ございます。私どもはこういった提言がされる前からいろいろ考えておりますので、私ど

もの取組みも含めながら今後政府全体で御議論いただきまして、特にプッシュ型支援など

の新しいスキームを政府全体として早急につくり上げることが必要であると考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○ ●● 意見交換は資料４まで説明してもらった後にまとめて行いたいと思いますので、

続きまして、経済産業省の方から資料２について説明をお願いします。 

○経済産業省 経済産業省流通政策課長の●●と申します。 

 それでは、資料２に基づきまして御説明をさせていただきます。 

 ２ページ目、目次でございますけれども、生活必需物資の調達に関する経産省の取組み

ということで、東日本大震災のときに物資調達に関してどういった諸課題があったかとい

うことを整理させていただき、それへの対応ということで資料をまとめさせていただいて
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おります。 

 ３ページ目、まず物資調達に関するどういった課題があったかということでございます。

震災が起こったときに支援物資の調達がどのような形で進められたかという作業のフロー

を、左側のフロー図の中に記させていただいております。まず、被災自治体の方から物資

の調達要請があり、それが内閣府の災害対策本部に入って、経産省所管の物資に関しては、

そこから調達要請が来る。私どもの方は、その物資を生産している企業の業界団体等に御

連絡を差し上げて、どの程度必要な物資を確保できるかという調達要請を行って、調達可

能量を整理するということであります。 

 それをもって、要請があった量と場所とマッチングをいたしまして、内閣府の方にお返

しをして、そこから今度は国交省の方のシステムで被災地に運んでいただくという流れで

ございました。 

 この一連の流れ、通常の業務と全く異なるわけでありまして、私ども職員も不慣れなと

ころがあって、そこの反省を踏まえて３点ほど課題があったのかなということで整理させ

ていただいております。それが右側でございます。 

 １点目が物資の情報をやりとりするフォーマットの不統一、必要な情報の欠落というこ

とでございます。自治体の方も含めてそうだと思いますが、物資のやりとりに関して、通

常の業務の中で行っているわけではございません。例えば水が必要だといったときに、水

500 本とは 500 ミリリットルのペットボトル 500 本なのか、２リットルのペットボトル

500 本なのか、あと 500 箱、500 ケースの水なのか。通常、当たり前と思われるかもしれ

ませんけれども、震災のときに物資要請があるときに、何をどれだけどういう数量でどう

いう単位でという、その単位なり数量なりの共通の認識がない中で進められることがあっ

たということであります。 

 なかなか気づかないところかと思うのですけれども、実際に物がどういう荷姿なのか。

バラのもので所在しているということなのか、ちゃんとパッケージされたものとして所在

しているのか、あるいは段ボールの中にちゃんと入っているものなのか。これによって実

際、被災地、避難所に物資を届けるといったときに、輸送サイドとの連動で、トラックへ

の積載効率は大きく変わってくるということでありまして、そういう意味では荷姿につい

ても事前に情報をしっかり共有し合うということが、被災自治体、行政サイドと国サイド、

物資を提供する企業サイド、実際にそのものを運ぶ物流サイド、そういったところで共有

されることが必要ではなかったのかということであります。 

 ２番目でございますけれども、従来想定していなかった物資の要請ということでござい

ます。具体的にはパーテーションとか携帯用の防犯ブザーとか、そういったものは当初必

要な物資ということで、震災のときに求められるというような想定は余りしていなかった

のですけれども、そういったものがあったということでございます。 

 ３番目でございますけれども、生活必需品の調達に必要な在庫量の把握が十分できてい

なかったということでございます。先ほどの業務フローの中で御説明いたしましたけれど



6 

 

も、こういった物資が欲しい、水なり食料なり毛布なり衣類なり、ウエットティッシュな

り、こういったものが欲しいという要請があったときに、それぞれ団体を経由して在庫量

を確認していったということでございますが、それはある意味では手作業というか、マニ

ュアル的なアナログ的な作業です。これは当然必要ではあるのですけれども、もう少し

IT を使った形で平常時から主要な生産者、卸売業者、そういったところで生活必需品を

所有している人たちがどこに何をどれだけ持っているかという情報を捕捉できていれば、

より作業が円滑に進められたのではなかったのかということでございます。 

 参考までに防災対策推進検討会議の中間報告でも、生活必需品の円滑な供給・調達に資

するよう、国なり地方自治体関係、事業者がこれらの物資の在庫・販売情報を共有する取

組みを促すべきという御指摘をいただいているところでございます。 

 こういった課題に対して４ページ目でございますけれども、どのように対応するかとい

うことでございます。３点ほどございます。 

 先ほど申し上げたとおり、物資調達に関する標準フォーマットを作成ということでござ

います。必要な情報をしっかり盛り込んだ、過剰な情報は入っていきませんけれども、必

要不可欠な、最低限、なおかつ必要十分な情報を盛り込んだ標準フォーマット（出荷連絡

票）ということで、見にくいかもしれませんけれども、右側にその例を載せさせていただ

いております。 

 どういう品目なのか。それは商品分類でいうと大分類、中分類、小分類でどういったも

のなのか。商品名と数量、単位、荷姿。これを要請している人がだれで、どこからどこに

発送するのか、運ぶのか。そういった出荷連絡票を整理するということでございます。 

 これは私どもの方として１つ案をつくらせていただきまして、内閣府の方に今、参考ま

でにということで提案させていただいているところでございます。 

 ２番目でございますけれども、生活必需物資関連関係連絡先リストの整備ということで

ございます。先ほど申し上げたとおり、従来想定していなかった物資の要請もあったわけ

でございます。当時、物資の提供依頼があったおよそ 100 品目に関して、あらかじめ関係

団体の連絡先をリスト化して、担当者や連絡先を整理しておいて、いざ事が起こったら直

ちに連絡ができるようにするということで、リストの整理を行ったところでございます。 

 ３番目でございますけれども、物資の所在情報を捕捉するシステムをつくるべきという

ことで、私どもの方ではデジタル・インフラという、先ほど申し上げたような生産者、卸

売業者、小売業者の持っている在庫に関する情報を政府がいざというときには捕捉できる

情報共有基盤をつくりたいということで、この事業を進めているところでございます。 

 詳細は５ページ目を見ていただければと思うのですけれども、災害に対応した情報共有

システム「デジタル・インフラ」ということでありまして、今年度の事業予算で整備を進

めるということで、今、公募作業を始めようと思っているところでございます。 

 右側にポンチ絵の事業イメージがございますけれども、メーカー、卸、小売の方から、

平時からその所有する在庫について情報を登録していただくということであります。いざ
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事が起こったときに、政府はその情報を見させていただいて、どこに何が存在するのかと

いうのをなるべくスムーズに把握する。実際、物資の提供依頼があった場合には、所有し

ている方に連絡を差し上げて、その物資が提供可能であるものならば、調達して被災地に

届けるような作業につなげるということを考えている次第でございます。 

 ６ページ目、７ページ目は参考までに載せさせていただいております。 

 参考１の方は釈迦に説法でございますけれども、時間の経過とともに、被災者が求める

物資というのは大きく変わっていくということでございます。その状況を、当時を振り返

りながら記させていただいたものであります。 

 官民の役割分担のイメージというのが上の方の三角形が上下に並んでいる図がございま

す。まず、発災したときには家庭内備蓄で対応いただくとともに、国なり自治体の方から

プッシュ型で支援物資を提供するということかと思っております。 

 一方で、私ども流通政策課は、流通事業者の方を所管させていただいておりまして、民

間流通事業者の役割というのも非常に重要と思っております。１日も早い商業流通の復旧

が必要と思っております。と申しますのも、被災者の物資のニーズの変化というのもその

下に書いてございますが、発災直後は、水、おにぎり、パンであり、ともかく生活、命を

つなぐのに必要な物資に対する要求が強いということですが、やはり時間の経過とともに、

食べ物であれば加工食品で、もう少し調理できる、例えば温かいものが食べたいとか、生

鮮食品が食べたいとか、消費者のニーズというのはより日常生活に近いものを求めるとい

うことでございます。 

 被災地、避難所にいる方、それだけではなく自宅で在宅避難民となっている方、生活さ

れておられる方はおられるわけなので、１日も早い通常の生活を取り戻すことができるよ

うに、なるべく早く流通業の店舗が再開されること。そこで通常どおりの品ぞろえで商品

が提供されること、これ自体が被災者の方に非常に心強い取組みになるのではないかと考

えている次第であります。 

 ７ページ目、参考２ということで書かせていただいておりますけれども、こういった震

災の影響を踏まえまして、私どもも産業構造審議会という審議会で４月から議論をさせて

いただきました。この９月に報告書を公表する予定でございます。その中で震災に関連し

て、震災に強い流通の在り方というのを御議論いただいたパートがございまして、その中

で４つほど論点として指摘を受けたところでございます。 

 １つは、先ほど申し上げたデジタル・インフラというものを整備して、情報の捕捉をし

ましょうということでございます。 

 ２番目は、実際の震災のときには流通業者の方が相当程度自治体の方と連動しながら、

支援物資の提供なり店舗の復旧、仮設店舗をつくるなり、あるいは移動販売車で被災地に

物を提供するといった努力をされたわけでございますけれども、そういった取組みが非常

によかったということでありましたので、自治体の方と引き続き震災災害のときの災害時

対応の支援協定を締結するなり、更にはその中身をより具体化して、実際にどういったア
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クションをとればいいかという事前のアクションを更に具体化すべきではないかといった

ような御指摘を受けております。 

 家庭内備蓄の促進ということで、流通事業者が果たせる役割としては、一般の消費者の

方に対して、通常の生活でどういったものを備蓄すればいいかというのは、通常のビジネ

スの中で知見があるということだと思います。ただ、品物を備蓄するときに、例えば乾電

池なりカップ麺なり、消費者が実は気づいていないようなところとして賞味期限なり使用

期限というものがありまして、そういう情報もしっかり提供していないと、いざ事が起こ

ったときに、備蓄をしていても賞味期限切れで食べられない、電池も期限切れで使えない

といったことがあるかと思います。流通業界ができることとして、家庭内備蓄を推進する

に当たって、細かいと思われるかもしれませんが、必要な情報を提供するという役割が流

通業者にはあるのではないかという指摘を受けたところでございます。 

 BCP の策定ということで、流通業者の方もいろいろ取り組んでおられるのですけれども、

まだ、業界として見ると、BCP の策定比率が一般の製造業に比べると比率として少ない、

低いという統計データもあったりするものでございます。こういった事業者として BCP を

策定していただく。特に先ほど申し上げたとおり、被災者の生活を１日も早く通常の状態

に普及させるという意味からすると、流通業者のできることというのは非常に多いと思っ

ていますので、そういった BCP の策定を通じて震災にも強い流通の体制を整えていただき

たいということで御指摘いただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○ ●● ありがとうございました。 

 続きまして、資源エネルギー庁から説明をお願いします。 

○資源エネルギー庁 資源エネルギー庁石油精製備蓄課長の●●でございます。 

 お手元の資料３に基づきまして、東日本大震災時におきます石油の供給のことを中心に

御説明申し上げます。 

 １ページ目をごらんください。 

 東日本大震災におきましては御案内のとおりで、東北地方の供給拠点が最初に発災直後、

すべて止まりました。供給拠点という意味は、１つは製油所、これは原油を精製してガソ

リンを生産する拠点であると同時に、そこから周辺地域への製品の出荷を行う拠点でござ

います。 

 製油所は全国 27 しかございませんので、製油所のない地域につきましては、大体沿岸

部に、その次に塩釜油槽所と書いてございますが、石油のタンクが港にいっぱいあって、

そこに基本は製油所から船ないしは内陸であれば鉄道で、ロットで石油製品を運び、そこ

に１回貯蔵した上で、タンクローリーでその周辺地域のガソリンスタンド、あるいは需要

場所という意味ではガソリンスタンド以外に、例えば病院等の自家発などであれば、タン

クローリーで、インタンクでその場所の地下タンクに届けるという流通が届ける拠点でご

ざいます。ここがすべて停止いたしました。 
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 関東エリアに製油所は８つございますが、それが２つを除いて停止し、復旧に一定の時

間がかかった。いずれにしましても、東北地方におきましては、仙台周辺にありました主

要拠点が動かなくなったことに伴いまして供給支障が発生いたしたわけでございます。 

 発災直後、その日の夜から我々がとりました行動といいますのは、基本的には平時の物

流、例えば具体的な名前を触れさせていただきますと出光という石油会社がございますが、

出光のつくったガソリンとか石油製品は出光の流通経路を通って、出光の油槽所を経由し

て出光のガソリンスタンドに届く。そこのガソリンスタンドを経営している方の顧客とし

て、いつも出光系列のところのタンクローリーなり販売店の差配で、病院などに届いてい

くという物流になってございます。 

 これがどこかが途絶えますと、その人がつなげなくなって、例えば違う会社に頼もうと

すると、それが ENEOS、JX であったりしますと、JX にとってみては初めてのお客、突然

発生したお客で、それがどこにいるのか、どういう石油を必要としている人なのかわから

ない、届けようがないというのが通常の物流でございます。 

 そういうところで物流が、会社ごとのサプライチェーンが寸断された中で供給支障が発

生した。これを解消するために石油連盟にお願いいたしまして、共同のオペレーションル

ームというのを立ち上げて、届けられる人が情報を共有しながら代わりに届けていく、あ

るいは被災した油槽所を被災していない油槽所からほかの会社も取れるようにするとか、

そういう行為を共同で行う組織、それで供給を回復させようとしたというのが直後でござ

います。その過程においては、公正取引委員会との調整等も行われました。 

 ２週間ぐらいしたところで徐々に量的には回復に向かったわけですけれども、御案内の

とおり、津波の被害でガソリンスタンド自体も当初は４割程度が操業できない状態になり

ました。沿岸部では、津波そのものでガソリンスタンドが流されたといったようなところ、

最後まで供給できないところには、ドラム缶での仮設 SS を置くとして供給の回復を図り、

大体感じとすれば、マクロでの量が回復したのは４月初旬ごろ、ガソリンスタンドは仙台

が最後まで残りましたが、連休前だと記憶してございます。 

 ２ページ目でございます。 

 これは簡単ですが、先ほど●●の方からもお話しした緊急要請に対応する物資のうち、

政府に約 5,000 件あったうちの３分の１が石油に対する要請であったということで、行先

は石油販売業者、これはガソリンスタンド、緊急車両等への供給拠点、そのほか病院・避

難所あるいは警察・消防、通信施設、こういうところが多くございました。 

 ３ページ目でございます。 

 これは先ほど申し上げました、物流を補完する体制を石油連盟と共同でつくったフロー

を説明したものでございます。ポイントは、通常は個々の会社が届ける部分のところを誰

かが補うに当たって、届けられる人が届けていく。使える施設を共同利用するというとこ

ろが通常の行為にはない体制でございまして、ここをくみ上げて回すところまでにかなり

時間がかかったというのが反省としてございます。 
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 恐れ入ります。４ページ目、５ページ目を飛ばしていただきまして、６ページ目をご覧

いただけますでしょうか。 

 これを受けまして、私どもの方では昨年の震災以降、補正予算等もお願いいたしました。

１つには供給拠点を強化していく、東北でも実際タンク自体が壊れて油が取り出せないよ

うな状態になったところは、油槽所あるいはガソリンスタンドも含めそう多くはございま

せん。基本的には電気がなくなった、あるいは復旧するための港が瓦れきで埋まってタン

カーが入れなくなった。こういう出荷機能のところが動かなくなったということでござい

ます。 

 したがいまして、今、やってございますのは、油槽所であれば非常用電源を置くとか、

あとは装置の耐震強化をするとか、電気系統の水対策をするとか、SS におきましても、

停電でも地下タンクからくみ出せるように非常用電源を置く、あるいはそういう拠点とな

るような中核 SS と私どもは呼んでおりますれども、それと地下タンクの容量を多くして、

災害時の緊急車両の供給拠点とできるような形を整えるとか、こういうことをやってござ

います。 

 それと同時に、次のページでございますけれども、先週、法案という形で通していただ

きましたが、先ほど申し上げました共同体制をつくっていく部分につきましては、あらか

じめ法律の枠組みの中で、地域ごとに日本を大体 10 地域ぐらいに分けてというイメージ

でございますけれども、広域的に共同で利用すべきところ、あるいはそれを使って共同で

の輸送体制を組んでいくようなところ、こういうところを計画として石油会社にあらかじ

め用意していただく。そういった体制の中に、備蓄に関して言えば現状国家備蓄というの

はほぼすべて原油でございまして、災害時にすぐに使えるというものではないので、そう

いうエリアごとに一定量、４日分程度と考えてございますけれども、ガソリンと軽油等の

備蓄を国のものとしておいて、災害時の初動に外からの物流が途絶えたとしても最低限、

立ち上がり数日は中で何とかなるようにということを法律の枠組みとしてつくらせていた

だきました。 

 申し訳ございません、４ページに戻っていただけますでしょうか。 

 これはある意味施設がそれなりに生き残って、そこに石油が残っているという前提で、

それをうまく供給するための、まさに東日本大震災でやったことを踏まえてやったもので

ございますが、首都直下を想定いたしますと、あるいは東海、東南海のことを考えますと、

設備自体がどうなるかということはまた別の課題としてございまして、それとそれがどこ

に集中しているかという分散を見ながら、次の対策を考えているのが今の状況でございま

す。 

 最後のページをごらんいただけますでしょうか。 

 １つには、一番上の供給の体制はやりましたが、燃料インフラが太平洋側に集中してい

ること、あるいは石油の需要自体が今後大きく減っていく中で、石油会社の施設自体が減

っていく中で設備を強化し、地震にも強くして、災害時に石油を取り出せるようにすると



11 

 

いうのは、ある意味別なコンテクストでの対応が必要であろうと考えておりまして、これ

を今、検討課題だと考えております。 

 長くなって恐縮です。以上でございます。 

○ ●● ありがとうございました。 

 続きまして、国土交通省から説明をお願いします。 

○国土交通省 国土交通省の物流政策課長の●●と申します。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料４で御説明いたします。 

 表紙をめくっていただきまして１ページ目、２ページ目まででございますが、これは東

日本大震災の教訓を踏まえて、そのときの問題点を整理するといったようなことを、昨年

12 月に私どもアドバイザリー会議というものを開催いたしまして、まとめたものの概要

でございます。これは当時のオペレーションに参加した物流事業者団体、当然、被災地の

自治体の皆さんからいろいろヒアリングをし、それでまとめたものでございます。 

 先ほど来の御説明もあったかと思いますが、特に支援物資物流、支援物資を実際に流す

という過程で起きた問題点を簡単に整理しております。 

 １つは１ページ目にございますけれども、通常、災害時、自治体が中心となって応急救

援というのを行うわけであります。物資輸送についても一義的には自治体の御担当という

ことになりますが、物流に関するノウハウを有する者が不在、あるいは少なかったという

ことでございまして、円滑な輸送物資、集積拠点における運営に支障があったといったよ

うなこと、情報の途絶、関係者間の役割分担が十分でなかったようなこと、私どもは物流

事業を所管する立場として申し上げると、物資の集積拠点というものの機能が低下した、

あるいは当初自治体で考えておられた物資集積拠点というのが十分機能しないあるいは使

えなかったといったようなことがあります。 

 時間の変化によって支援物資のニーズがどんどん変わってくるわけでありますが、その

過程でニーズに合わない支援物資が在庫として大量に滞留いたしまして、物資集積拠点の

機能が大幅に低下し、円滑な支援物資輸送ができなかったといったようなことがあります。 

 先ほど来御説明があったとおり、インフラの損壊も当然ございます。特に油の問題も生

じたということでございます。 

 そういうことを踏まえて２ページ目でございますが、支援物資物流システムを確立する

という意味で、以下のようなことを今後進めていくということでとりまとめたものでござ

います。 

 主要改善点と書いてありますが、１つは物流事業者の能力を最大限活用しましょうとい

うことでございます。早い段階から、国・公共団体が実施するオペレーションに物流事業

者及びその団体が参加できるようにして、その能力を最大限に発揮してもらうようにしま

しょうといったようなことであります。これは例えば都道府県が立ち上げる災害対策本部

にできるだけ早い時期から物流事業者が参画をするといったようなこと。 

 後でも出てきますが、物資集積拠点での運営を民間事業者に大幅にお任せするといった
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ようなことが大事ではないかといったようなことでございます。 

 次は、災害時協力協定の内容の見直しということでございますが、例えばトラック事業

の場合はトラック協会というのが地方ごとにございます。そこと都道府県で緊急時の輸送

協定というのを結んでいるわけであります。例えば物資集積拠点で物流事業者の役割をど

うするべきかといったことが書いていないことがありますので、自治体と事業者団体が結

んでいる協定を見直して、より支援物資物流がうまくいくような形で見直しましょうとい

うことを提言しているといったこと。 

 先ほども出ておりましたが、発注様式の統一化といったこと。これは調達面だけではな

くて、物資を運ぶ面でも大事であるということでございます。 

 訓練等で問題点を平時からチェックするといったようなこと、物資集積拠点の選定とい

うことであります。これは後でも出てきますけれども、特に今までは自治体が選定してい

たような場所は運動場とか体育館といったようなところが多い、あるいは独自で防災拠点

を持っておられるところもございますが、物流事業者の能力を最大限発揮させるという意

味では、民間の物流施設もその中に付け加えて補完させるようなことをやった方がいいの

ではないかといったようなことであります。 

 現在の指定公共機関あるいは指定地方公共機関について、必要に応じて追加をしていく

といったようなことが考えられるのではないということでございます。 

 こういうとりまとめを行った上で、次ページ以降でございますが、先ほどは私ども本省

で関係者を集めて問題点の整理を行い、当面の対応策として先ほど御説明ましたようなこ

とをまとめたわけであります。実際に地域ブロックごとに即して、まずはできるところか

ら対応しようということで始めたのがブロック協議会ということでございます。 

 先ほど申し上げたとおり、物資集積拠点の問題、公共施設が被災してうまく転用ができ

なかった、あるいは使用ができなかった民間施設の活用も行った。宮城県の場合は民間の

倉庫を 25 か所使ったわけでありますが、これが十分機能しなかったということがござい

ました。 

 物流ノウハウに精通した人たちが、それぞれの拠点で十分確保できなかったという問題。

実際の支援物資を集積し、それを避難所まで配るというのは１つの物流機能であるのです

が、そこのオペレーションが十分ではなかったということがあります。 

 そういうことを地域ごとに具体的に問題点あるいは解決をしていくためにも設けたのが

去年の 12 月から今年の３月まででありますが、４つの地域、関東、東海、近畿、中国・

四国・九州でまずは協議会を設置いたしまして、今後の支援物資の在り方として内容をと

りまとめ、作業をしているということでございます。 

 １つが後で出てきますが、民間の物流施設の活用を可能とするように、民間の事業者の

同意を得た上で、民間の物流施設を拠点としてリストアップして、このブロック協議会で

出てきておられます自治体と情報共有を図っているということが１つであります。 

 官民の連携・協力体制ということで、災害時に都道府県の災害対策本部において、支援
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物資物流に関する専門的な組織を編成していただく。それに情報の一元管理を行えるよう

にするということ。そのオペレーション、あるいは集積拠点の運営に物流事業者が参加で

きるようにするというようなこと。 

 広域にわたる災害の場合、都道府県というか、それぞれの単位というわけではなかなか

うまくいきませんので、更に広域的、専門的な観点から、民間物資拠点の選定について、

災害対策本部への助言を行うこと。私ども出先で地方運輸局等もございます。あるいは運

輸局とトラック事業者あるいは倉庫事業者などの団体が連携して災害対策本部のオペレー

ションをバックアップするといったような体制を組むといったようなこと。 

 現在も物流事業者団体と結んでいます協力協定について、災害対策本部への物流事業者

の派遣、物資の保管、物資集積拠点の運営に関することを盛り込んだ新たな協定の締結を

目指しているといったようなことを３月までに緊急的にとりまとめているということでご

ざいます。 

 後は御参考でございますが、その成果といたしまして、例えば関東、東海、近畿、中

国・四国・九州ブロックでは、ごらんのような形で、全体で 395 の倉庫事業者あるいはト

ラック事業者の物流施設を民間物資の受け入れ拠点としてリストアップするといったよう

なことを現在やっております。 

 ちなみに、この物資集積拠点でございますが、今の新耐震基準を満たし、かつ物資の取

扱いがいつでもできるようにという意味で、ある程度、平場の空きスペースがあるような

ところを中心に選んでいるということでございまして、全体で 395 か所ということであり

ます。これは民間事業者の同意を取れたところでこの数字を挙げさせていただいてござい

ます。 

 次のページ、若干いろいろなことを書いて複雑でございますが、広域災害時の災害物流

関係者の動きのイメージということでございます。ここも詳しく御説明いたしませんが、

この協議会の中では、発災から 48 時間以内にある程度状況を確認し、72 時間以内には全

国からいろいろ来る物資の集積拠点としての受け入れが開始できるような体制を取れるよ

うにということを目指して、関係者が努力をしていくということにしているわけでありま

す。 

 最後は、今、私が御説明いたしましたオペレーションと、その全体の災害対策基本法を

中心とした政府全体の防災の対策との関係を簡単に図にしたものでございます。中央防災

会議の下で行われました防災対策推進検討会議の中でも、先ほど私が御説明ましたような

地方公共団体と民間事業者との関係での協定の締結、民間事業者の能力、施設、ノウハウ、

エネルギーを活用すべきといったようなこと、民間事業者との連携、民間事業者の物流施

設の活用により迅速かつ効率的な支援物資物流を図るといったようなこと、ブロック単位

での訓練の実施といったようなことが挙げられているということでございます。 

 右側に書いておりますのが、先ほど申し上げたブロック協議会でございます。24 年度

以降は 23 年度でできなかった、例えば東北ブロックなどで同じような協議会を立ち上げ
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て実施しているということでございます。 

 下に※印で書いてありますが、それとは別に既に一度協議会を立ち上げた地域につきま

しては、今度は地域的に内閣府、経済産業省、農林水産省などとも連携して、更に地域ブ

ロックごとで最適な支援物資物流の実現の方策を行うための場を現在設定しておりまして、

検討を行う予定となっています。 

 ちょうど今のこの時間に関東ブロックでは協議会の初回の会合を開催し、検討を更に深

めていくということになっております。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

○ ●● それでは、この後、これまでの部分のところで意見交換をしたいと思います。

どなたからでも結構でございますが、どうぞお願いします。 

 
審 議 

 

○ ●● 経団連代表の●●です。 

 全体を通して、いくつか質問させていただいてよろしいですか。 

○ ●● 結構です。 

○ ●● 最初の農林水産省の説明ですが、プッシュ型の支援を含めて、標準的な物資の

メニューをつくられるのは非常にいいことだと思いますが、２点ほど申し上げます。 

 １点目は、例えばペットボトルキャップの口径は 28mm で統一・標準化されており、災

害時にサプライチェーンがどこかで切れても代替が効くというような事例もあります。こ

れは、業界団体等との話し合いも必要かと思いますが、いわゆるビジネス的に競争優位で

はないものについては標準化を図って、災害時にバックアップ体制がとれるような仕組み

を、是非国としても検討してもらいたいと思います。 

 ２点目は、個人的なアイデアですが、備蓄の標準的なメニューを決めたら、PR の意味

も込めて、「備蓄推奨商品である」というラベルを貼ることはできないでしょうか。例え

ば、飲料水のペットボトルが備蓄対象商品であることを、小売店等で国民が毎日目にすれ

れば、家庭備蓄の推進や国民の意識向上につながるのではないかと思っております。 

 次に、経済産業省の「デジタル・インフラ」について、実証実験を８億円かけて実施す

ると書かれておりますが、このようなシステムの構築に際しては、完全に独自のシステム

を最初からつくるのではなくて、市販の製品もしくは既存のシステムをできるだけ活用す

るようにお願いしたい。これには、２つの理由があります。１つ目の理由としては、メン

テナンスビリティであります。例えば、将来的に実証実験のお金が切れた時点でメンテナ

ンスができなくて、いざ使おうとしたら使えないということも懸念されます。メンテナン

スビリティを担保するという意味でも、市販の製品がよいということが１つ目です。２つ

目の理由としては、最終的には、同システムが対象とする企業のサプライチェーンもグロ

ーバルにつながっていくでしょうから、日本独自のものではなくて、グローバルで使える
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システムをつくってもらいたいということです。 

 また、経済産業省の説明では、同システムはサプライサイドのみを対象としているよう

ですが、是非、デマンドサイド、例えば、避難所の在庫や食料備蓄等を把握できるような

システムとの連携をお願いしたい。以前、当ワーキンググループでも説明いたしましたが、

避難所のニーズを把握するような「Sahana」という NPO がつくったシステムがあります。

このようなデマンドサイドのシステムと、サプライサイドのシステムを連携させた総合的

なシステムの構築について、是非検討してもらいたい。 

 資源エネルギー庁については、データセンターに対する優先的な石油供給について検討

してもらいたい。データセンターといってもピンからキリまでありますので、社会的に止

まってはいけないプロセスを担保するべく、例えば、金融機関や医療機関のシステムにか

かわるデータセンターに対する石油や自家発電設備の燃料の優先的な供給を検討してもら

いたい。 

 最後に、国土交通省からは、指定公共機関を増やしてフレキシブルにするという説明が

ありましたが、例えば、国民保護法においての指定公共機関は日本通運だけではなく、佐

川急便、西濃運輸、福山通運、ヤマト運輸なども対象となっております。災害対策基本法

の見直しに際しては、指定公共機関に類した新たなカテゴリーをつくるのではなく、法的

な位置づけや責任等を含めてできるだけ統一して、法令間の整合性を取ってもらいたい。 

○ ●● ありがとうございました。 

 それでは、何人かの方から意見をまとめていただいて、後ほど省庁の方からまたお話を

もらいたいと思います。ほかにいかがですか。 

 どうぞ。 

○ ●● ありがとうございます。 

 経産省の資料の最後のページの真ん中に、燃料インフラは太平洋側に集中というコーナ

ーのところなのですけれども、中央防災会議における被害想定等を踏まえて、液状化対策

を含む追加的な対策について検討が必要とあります。これを読んで、あっと思ったのが、

経産省に限らず、つい最近出された被害想定を踏まえての対策を立ていくことはとても大

事だと思いますので、それを積極的に進めていただきたいというのが１つ。 

 もう一つなのですが、かつて首都圏で起きた大きな震災とすれば、関東大震災がかつて

起きていて、その実際に起こったことの具体的な記録が可能な限り調べられて、調査の結

果が出ています。そして、その当時と比べて人口が勿論増加しているし、住居の形態も変

わっている、生活様式が変化している、人の行動も変わっている、また科学技術も発達し

ている。そういった、そのときから比べてこのぐらいに今の時代が変わったからこのよう

な被害が考えられるのではないかという物差しも、もう一つつくっておいたらどうか思っ

たのです。 

 なぜかというと、プロの皆さんや大きな巨大組織が動くときには、その被害想定を踏ま

えた方法というのがやりやすいというかできるのだと思うのですが、一般市民がボランテ
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ィアも含めて動いていこうとするときに、イメージがちょっと湧きにくいところがありま

して、具体的なイメージを描きながら、これは大切だよねということを感じていくために、

そういった過去に起きて実際に調査が行われた関東大震災の記録を基にした現代を見た何

かもう一つ物差しをつくられたらと思いましたので、申し上げさせていただきました。 

○ ●● ありがとうございました。 

 ほかに委員の方。 

 ●●、お願いします。 

○ ●● ２つだけお話を少しさせてください。 

 今回、首都直下地震ということで、この間発表された南海トラフほどの被害量ではない

にしても、従来の災害から見ると膨大な被害ということで、恐らく物資の調達その他、全

国スケールで展開されるのだろうと思うのです。先ほどの国交省の全国で 395 ということ

ですけれども、いわゆる受援側のオペレーションと支援側のオペレーションと、多分全国

スケールで両方あるのではないかと思うのです。メーカー、その他流通を考えたときに、

全国から何をどこへ集めてそれを受援側のどこへ届けて、そこから更に最終的には被災者

の口元へどう届けるかという課題になるのだと思うのですけれども、そういう意味で、支

援と受援という関係でもう一度システムを見直す必要があるのかなというのが１点です。 

 ２点目は、国・地方自治体、これは都道府県、市町村もありますけれども、民間とこの

間の連携。特に民間もメーカーはトラックを持っているわけではなく、国も自治体もトラ

ック協会にいろんな意味で頼っているわけですけれども、それぞれが恐らく、従来は個別

に協定を結んでいるのですが、全体としてどう運用するのかというシステムをきちんと描

く必要があるのではないかと。 

 それは同じように、農水省の食料と経済産業省が考える生活物資、これも要するに運ぶ

手段としては同じようにトラックを使うということですので、それらを一括して、食料も

石油も生活物資も、要は物をどういうふうに集めて被災地に届けるのかという、より統合

したシステムをつくっておくということが、巨大な被害を伴う災害に対しては重要なので

はないかということです。支援、受援プラス各機関の連携が統一されているのかどうかと

いうのが２点目です。 

 ３点目は、先ほどのデジタル・インフラの話はデマンドサイドとサプライサイドという

ことですけれども、トラックが動くときに通常ですと道路は全部使える。渋滞はあっても

物が届けられるという前提なのです。今回もそうですが、広域被災の場合にはどの道路が

使えるのかというところから始まりますので、国交省の方が中心になると思いますけれど

も、使えるルートが何なのかということと、その時間を争う物資を輸送するというシステ

ムの方とで情報が共有化されていないと、恐らくオペレーションはできないのかなと思い

ます。その被災情報を共有するということと、それを使って運ぶということと、どこに物

を集めるのが一番有効なのかということが、場合によると交通の支障で決まってくるかも

しれない。その点も含めた総合的な視点というのが必要になってくるのではないかと思い
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ます。 

○ ●● ありがとうございました。 

 ほかには。それでは●●、それから●●。 

○ ●● 今の●●の話に関係するのですが、１つは今いろいろお話しいただいた供給の

話です。被災地での需要にどう応えていくかということですが、供給計画の実現可能性は

どうなのかということが一番気になるのです。 

 １つは、サプライチェーンの中でどこか１か所でも落ちると、全体が止まってしまうと

いう性格を持っている。業界団体は必ず途中に入ってくるのですが、業界団体は本当に動

けるのかということもよくわかりませんし、どこかの生産施設の、特に全国的なシェアが

非常に大きいところがやられた場合はどうなるのか。そういう弱点というか、脆弱性を少

し把握しておく必要があるだろうということが１点あります。 

 これは●●も言ったのですけれども、連携の話を非常に気になっていて、生産はできた

けれども、それでは輸送ができるのか。輸送も被災地周辺の物流拠点までは行くけれども、

それより先に行くのかどうか。首都が被災した場合に被災地周辺までは、首都周辺まで来

るのは、今までの東日本の経験もあるしできるのですけれども、その中のことも含めて考

えるとなかなか難しいかなと。そういうことで、いろんなケースを考えなければいけない。

それでは今の計画の中で、供給力というのはどの段階でどのくらいの量が供給できるのか。

被害想定が出ればかなりの量が必要だと出てくると思うのですが、必要な量をどのくらい

カバーできるのか、いつごろまでにカバーできるのかというシミュレーションを是非して

いただきたいなということ。 

 また、足りなくなる恐れが首都直下の場合はあるだろうと思うのです。では、足りなく

なった場合にどうするのか。優先供給ということになると思うのですけれども、優先供給

は具体的にやると非常に難しい。配給計画とかそういうのをつくらなければいけない。で

きるだけない方がいいのですけれども、もし起きたらどうするのかということも考えてお

く必要があるのではないか。 

 供給サイドについては、各省庁とも事業者をいかにうまく働いてもらうかということを

考えておられるので非常にいいと思うのですけれども、参加型でやっていただくというこ

とですが、いろんな訓練その他を含めて本当にそれが実現可能かどうかというのを是非チ

ェックしていただきたい。 

 供給サイドで１点だけ。プッシュ型ということは、ある意味、今までの計画にない新し

い動きなのですけれども、プッシュ型をやるためにはどこでどれだけニーズがあるか把握

しなければいけない。どうやって把握するのかということが非常に問題になってきて、こ

れはいろんな被害推定のシステムと関係するわけですけれども、プッシュ型をやるにはち

ゃんと需要の方の推定をしなければいけない。そのシステムがうまく働かないと、このプ

ッシュ型は非常に大きな混乱をもたらす恐れもある。いいことなのですけれども、その辺

を少し詰める必要があるのではないかと思います。 
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○ ●● ありがとうございました。 

 それでは、●●、お願いします。 

○ ●● 今、４つのお話を聞かせていただいて、「何を」という部分と、「運ぶ」とい

うキーワードがあって、私には石油と一般的な災害救援物資は別物だと、非常にクリアー

に説明いただいたように思うのです。 

 石油については非常に特殊なものですから、それを運ぶ流通というのは、石油業界の皆

さんの共同オペレーションの徹底が非常に重要なのだと思います。最後におっしゃられた

２つの問題、太平洋側に精製、油槽所が集中しているということと、今後 30 年の中に石

油需要が３割落ち込んでいくという中で、正直言えば絶望的に近いような、何か抜本的な

エネルギーの対策を講じる必要があるのではないか。それは一石油業界の問題ではなくて、

国のエネルギーの問題に直結するのだと思うのですが、石油というのは１つ特殊な非常に

大事な戦略資源として考えて、それを何があっても届けられるという仕組みを考えていた

だくことと、南海トラフ地震を想定して、残り 20 年ぐらいの間の中にどういう転換を図

るのかというのは、非常に高いプライオリティを置いて考えるべき１つの独立した問題か

なと思いました。 

 もう一つの方は、それ以外の今日お話しいただいたものは、一般の災害救援の物資とま

とめても、いいのではないかと思いました。農林水産省の方からは何をということについ

て御説明いただいて、経産省と国交省の方からはどう運ぶかという、流通の問題としてお

話をいただいた。国交省の資料で言うと、最後にアドバイザリーのメンバーの中に大手物

流事業者というのが特出しされていますし、先ほど●●も日通だけではないということで

すが、実は日通が国内のこういうビジネスからほぼ撤退を始めているようなことがあるの

で、日本の大手物流事業者の持っているノウハウと施設とを活用しないといけないのでは

ないかと思います。 

 大手物流事業者のことを考えれば、彼らのサービスというのはピッキングから始まるの

で、どこへでも取りに来てくれて、それをまとめて目的地の近いところまで持っていって、

更にそれを小分けして個々のカスタマーに届けるというデリバリーまである。その３つの

要素をちゃんと考える必要があるのだと思うのです。 

 ピッキングということから言えば、例えば農林水産省の方でいろいろ所管していただい

た食べ物については、届けることは考えなくてもいいということです。逆にいろんなメー

カーの方で、あるいはいろんな食品事業者の方で、うちは例えば何食、いつまでの間に用

意できるというようなことを登録していただければ、ピッキングは流通サイドにある程度

任せる方が合理的なように思うのです。 

 大事なのは資源が確保されていること、そして確保されたものをデリバリーする全部の

システムが始まる、そういう意味での役割分担をしっかり考えるということがとても重要

なことなのではないかという気がします。一方で流通サイドの中でデジタル・インフラ、

あるいは国交省がやってくださっている地域の協議会を通して、是非業務の標準化を目指
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していただけたらと思います。 

 物については、今ほとんど JAN コードというのが付いているはずですから、そういうコ

ードを活用する。コンピュータライズしていかないととても無理で、先ほどの経産省が見

せてくれた伝票は余りにもオールドファッションのような気もしましたけれども、あれは

こういう気持ちと読ませていただいて、もうちょっと物流の仕組みに合ったようにコンピ

ュータライズしていただいたらいいなと思いました。 

 お願いが２点あるのです。 

 １つは、流通サイドとも関連するのですけれども、農林水産省は今 1,000 人単位で考え

ていただいているのですが、それを例えば 100 とか 50 とか、軽トラに乗せられるのは何

パッケージとか、あるいは２トンだったらというパッケージとか、基本パッケージを幾つ

積むかという形のパッケージングを、もうちょっと小さいロットでできないだろうか。い

つも 1,000 人いる避難所は実は少ないのです。首都直下地震が起こればいっぱい出るかも

しれませんが、これからのすべての災害でいろいろなものに使えるとすると、1,000 人が

いる避難所はそう数はない。100 とか 200 とか 150 とか 250 とかという感じになると、そ

れこそ 50 のパックが５つとか、そういう感じのユニット化をしていただいて、コンテン

ツは一番重要な命を守るものに加えて少し副食が入るとか、そういう感じのもう少し小さ

なロットで考えられないだろうか。 

 ２つ目のお願いは、プッシュ型なのです。防災対策検討推進会議の場でも申し上げたよ

うな気もするのですが、私は、今回政府がやったプッシュ型は失敗だと思っているわけで

す。なぜかというと、調子に乗ってやってしまったために、２週間だけのつもりでやって

も滞貨が激しく、これを解消するのに半年以上の時間と労力を要しているわけです。プッ

シュ型が役に立つのは本当にごく初期の問題。それは本当に３日か４日で、今回、道が開

くまでに１週間かかりましたから、ちょうどプッシュ型の体制をつくるのに１週間ぐらい

かかったので、道が開いた途端にプッシュ型でわっと行ったわけです。最初の１日や２日

は被災地も喜んだかもしれないけれども、被災地ではニーズがどんどん変わっていくので、

ある意味ではミスマッチしたものが大量に送り込まれたという不満につながっていること

も事実。 

 そうすると、本当にプッシュすべきは、まだ道が開いていないような段階で、それこそ

自衛隊にお願いしないのかもしれないけれども、空輸でもして、運んでいく。ですから、

そのときには最小限のユニット、最小限の品目になると思いますし、要請が来ないという

前提ですから、それこそ被災人口×0.8 でも 1.2 でも結構だと思いますし、2.0 でもいい

ですが、ある程度そこは短期間なので、精度は無視する。くさってしまうものもあります

ので、この国でひもじい思いをしないで済むということをゴールにおいて、プッシュ型を

非常に短期間に限定して、かつ品目も限定して、むしろできるだけ早く通常のプルの流通

システムを活用するという方向へ行っていただけたらいいなというのがお願いです。 

 以上です。 
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○ ●● ありがとうございました。 

 ほかには。 

 ●●、お願いします。 

○ ●● 先ほど経済産業省の話の中に市中在庫量の話が出ましたが、やはり備蓄、物資、

生活必需品や食料に関してはなるだけ遠くから持ってこないということが重要だと思って

います。激甚な被災地の中及び近隣に平常時から使っている流通拠点があって、何かあっ

たときにそこから物資を放出していただくという姿が、一番初期には力を発揮すると思い

ます。しかしながら、民間業者にとっては土地代が高い首都圏の中枢部に倉庫を持って、

多めに備蓄を持ってもらうなどというのはかなりロスになるので、やはり何らかインセン

ティブを与えて、そういう仕組みが平常時から存在するようにしていかないとなかなかう

まくいかないのかなと思います。 

 ですので、協定は重要なのですけれども、きちんと協定に協力できた上で、更にうまく

使えるように、必要なところに流通備蓄を残しておいてもらえるように、インセンティブ

を考える必要があるのではないかと思いました。 

 以上です。 

○ ●● ●●、お願いします。 

○ ●● 繰り返しになるかもしれません。わかりやすいのは経済産業省のものだったの

でちょっとそれを見て、例えばこれの３ページ。 

○ ●● どちらの方ですか。 

○ ●● 資料２です。 

 フローが出ているのですけれども、これを見ると、もう被災地方公共団体に送ったらお

しまいと見えてしまう。一番大事なのは住民にどう届くか、都道府県があって市区町村が

あって地域があって住民ということ。その先にどう届くのかというのは見えなかったので、

例えば仮にそういうルートが先までつながっていると、仮に地方公共団体がつぶれた場合

には、どうやって住民に届けるかというルートで事業者を使うというのが見えてくる。で

きれば、この先どうやって住民までつながるのかというのを見せていただきたい。 

 先ほど●●の方からありましたが、避難所のデマンドをどうやって集約して求めるか、

避難所から求めているデマンドの情報をどうやって国まで届くのかというのが見えなかっ

たので、できればそういうことがわかるようにしていただきたいなと思いました。 

 フォーマットとか基幹システムの話があったのですけれども、これはほかの省庁とどう

やってつながっているのかというのが見えなかったので、できたらそういう説明もいただ

きたいなと思いました。 

 最後の７ページで、家庭内の備蓄の促進はそのとおりですけれども、事業者も、例えば

東京都も条例で事業者が３日分の備蓄をしてくれというのをやっていますが、それがある

とないでは全く備蓄の必要量は変わってきますので、それはもう是非徹底して、国として

も事業者でもちゃんと備蓄をしろというのを出していただきたいと思います。 
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 最後の BCP の策定について、「望まれる」では全然進まないですね。もっと厳しい調子

で契約をしないとか、国としてそのくらいの厳しい調子を言わないとこれでは全然進まな

いのではないかと。あるいは具体的な目標値を出していつまでに何％達成するとかにしな

いと進まないのではないかと思いました。 

 以上です。 

○ ●● ありがとうございました。 

 ●●、どうぞ。 

○ ●● 燃料の特殊性とか重要性につきましてはほかの委員の方からもおっしゃってい

ただきましたので割愛させていただきますが、被災者の方々の生活には、不安という面も

あると思います。ですから、各省庁がそれなりの物資の輸送体制をつくった場合には、被

災地に対して、今こういう状況であってここまで来ているから、あなたの手元にはいつぐ

らいまでに届くとか、そういった情報を発信してあげることが１つ安心材料かなと。 

 なぜこういうことを言うかというと、去年の３月、東北の方が被災地だったのですけれ

ども、関東地方全体がみんなガソリンスタンドへ殺到しましたね。本来必要のない方々が

途中で燃料を持って行ってしまって、本当に必要としているところに行く量が減っている。

それは非常に不安に思ったからというところがありますので、そこのところも１つ視野に

入れていただければいいかなと思います。 

 もう一点は、いろいろと物流調達、配送のシステムのフロー図がございますけれども、

国がある程度コントロールしている形になっています。前にもここの場でお話があったと

思いますが、首都直下地震では救援を指示する人が被災地にいると。そこのところの視点

を更に組み入れていただけたらと思います。また、東京にしか事業所がない事業者団体に

ついて、首都直下地震に対してデータセンターとかのバックアップをどうするか。自らが

被災者になったときの対応を考えないといけないということについても検討もお願いした

いと思っています。 

○ ●● ●●、どうぞ。 

○ ●● 食料のことが一番大事になるかなと思います。先ほど●●の方から 1,000 個の

ロットが大きい、もう少し小さくてもいいのではないかと。私は 1,000 個のロットがどれ

ぐらいの大きさになるのかイメージが湧かないので何とも言えないのですが、最後、末端

に行ったときに、それを運ぶのは恐らく人力が大部分なのです。だから、人力で運べる規

模のロットを単位にしていただかないと、緊急時にヘリで落としても、そこからどう運ぶ

かという話になってしまいますので、ロットの大きさというのは、人力でどれぐらい運べ

るかというところが、緊急時には問題かなというのが１点です。 

 デマンドについて、避難所ということをベースに考えてということですけれども、実際

には東日本もそうですし、阪神大震災もそうですが、避難所に入りきらない在宅の避難者

はたくさんいる。ライフラインがないので食料をつくれませんから、食料だけ避難所へも

らいに来る。つまり、頭数と避難所で配られる食料にはかなりのギャップがあって、阪神
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のときには 32 万人ピークと言われていますけれども、あれは食料を 32 万食夕方配ったと

いう数字で、２週間目ぐらいに人数と食料のギャップを調べると２割ぐらい食料が加わっ

ている。それは食料をもらいに来る在宅避難者の方がおられるということですので、被災

の状況によって、避難所の情報だけではとても食料が足らない。現場で食料が余るのはい

いのですけれども、少し足らないというのは現場で配るのがものすごく難しいです。つま

り、最後の５人に食料がありませんということは言えませんので、それは非常に余裕を持

ったサプライをしないと、現場ではかえって混乱してしまうというのが食べ物の問題だと

思います。 

 日本の食料の状況を見ると、海外の食品も含めて自給率がどんどん下がってきているこ

とも踏まえると、今日のお話は全部トレーラーとか、陸路を運ぶというイメージだったの

ですが、海路、空路というのをどう使うのかということ。長期的に１週間後、２週間後、

フェリーを使ってどういうふうに物を運び込むのか、北海道、九州からというような海路

も含めた、大量物資輸送というのを考えておく必要があるだろうというのが３番目です。 

 最後、首都圏、その他で実はたくさん食料があるのですけれども、それを食べられるか

どうかというのは、多分熱量で決まるのです。つまり、火が使えるかどうか。火で加工で

きる食材はいっぱいある。食材を食料にするには水とエネルギーがないといけない。家庭

のエネルギーは電気かガスということになっていますけれども、電気は割と早く回復しま

すが、ガスの方は都市ガスが止まると回復にかなり期間がかかってしまう。石油は基本的

に車のガソリンと非常電源ということになろうかと思うのです。そうすると、代替の熱エ

ネルギーをどういうふうに供給するのか。経産省の方で、各家庭が自立化していくための

エネルギー対策はどうするのかという視点が、もう一つ大事になるのかなと思います。 

○ ●● ありがとうございました。 

 私も今、●●始めほかの方からも御指摘があったのですが、避難所だけではなくて、い

わゆる自宅避難的な人たちも食料に非常に窮する。自分の家の備蓄が少しあるかもしれま

せんが、食べ物がなくなって避難所にそのときだけもらいにくるといったような部分をど

れだけ把握して、あるいは想定して余裕を持った、例えば食料なり生活必需物資を確保し

ていくのか、この辺りは大変重要な視点だと思います。 

 物流についても避難所が最優先ということにはなるのでしょうけれども、今回の三陸で

の地震でさえ、東京でも勿論すぐに物がなくなりましたし、あちこちで物がなくなること

は見られましたので、まして首都直下地震が起これば全国どこでも一瞬にして物が全部棚

からなくなる。しばらくの間はもう物がない状態で暮らしていかなければいけないという

状況が全国で起こりますから、これをどういうふうに手当てをするのか。 

 一方で、物を放出させるような強制措置などが場合によっては必要になるのかもしれま

せんし、そういったいわゆる買いだめのとてつもない大規模なものに対してどういう対策

をとるのか。 

 そういう視点も含めて、物資あるいは食料品、生活必需品、物と動かし方を是非考えて
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おいてほしいということが１点であります。 

 省庁の縦割りの話は、先ほども委員の方からお話がありました。例えばデジタル・イン

フラですが、フォーマットも省単位ではなくて全体で横串に揃える。内閣府の方で多分統

一のフォーマットをつくろうということでやっておられるのだと思いますが、食料は農水

省であり、生活必需品、石油などは経産省が中心になると思いますが、情報は省庁を超え

てすぐに、瞬時に横串で把握されていなければいけませんので、情報のフォーマットにつ

いても是非統一をしてやられるように考えておいていただきたいと思います。 

 冒頭の●●始め多くの方から、それぞれの省庁に注文なり御質問等もありましたので、

先ほどの説明の順で各省庁の方で、とりあえず今まで各委員からいろいろ出ましたことに

ついて、簡単にこの場で回答なりコメントをしてこの前半の方はおしまいにしたいと思い

ますが、初めに農水省の方からお願いします。 

○農林水産省 ●●からいただきましたペットボトルのキャップの統一化等につきまして

は、御意見を参考に今後検討を進めさせていただきたいと思います。 

 あと、●●や●●からプッシュ型のときのロットの大きさという御指摘がございました

けれども、これにつきましては今私どもも暫定的に 1,000 人当たりということで定めてお

りますが、恐らく実際にプッシュ型で運ぶ際には、食料だけではなくてほかの物資も一緒

になってロットをつくらなければならないと思っておりますし、そういった中でどういっ

た大きさのロットがいいのかというのは、今後プッシュ型を政府全体で検討する中で御意

見も踏まえながら検討させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○ ●● どうぞ。 

○ ●● 物流業者が使っておられるパレットという１ｍ角程度のコンテナに収まる、ほ

かのものと一緒にとお考えになるとまた大変なので、食料、水については、これで何人分

ぐらいのことをお考えいただくとうれしいかなと。 

○農林水産省 ありがとうございます。検討させていただきます。 

○ ●● そうしたら、経産省、どうぞ。 

○経済産業省 それでは、冒頭、●●の方から御指摘いただきましたシステムですけれど

も、なるべく市販のものを使うようにということでございます。これから公募という形で、

補助事業でやらせていただくことになっていまして、そういう意味ではその方が何を使う

のかですけれども、勿論、コスト効率のよいものでメンテナンスもよりやりやすいものを

使っていただけると思っておりまして、そういうような仕様を考えていきたいと思ってお

ります。 

 グローバルで使えるものということでもありましたけれども、まだこれから実証事業と

いうことで、対象とする品目を考えただけでも数万アイテムぐらい集めるようなシステム

をつくろうと思っております。まず、そのシステムがちゃんと起動するようなものになる

ことが大事だと思っていまして、グローバルな視点はちょっと先のことになるのかもしれ
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ませんけれども、心にとめておきたいと思いますし、また御指摘いただいた避難所のシス

テムの連動ということなのですけれども、そこも実証事業でございますので、こちらの方

でつくり上げた上で、教えていただいたシステム自体、どういう避難所での備蓄システム

があるのかというのは勉強させていただいて、将来的な連動の可能性というのは探ってい

きたいと思っています。 

 ●●からも、遠くから物を持ってくるべきではないという話をいただきました。デジタ

ル・インフラがうまく稼働すれば在庫がどこに所在するかというのは一応わかることにな

ってきます。そうすると、どこから被災地、避難所に物資を届けるべきかが理論上はわか

りやすくなるはずなので、御懸念に応えられるようなシステムをつくっていきたいと思っ

ております。 

 ●●の方から、フォーマット、基幹システム、デジタル・インフラに関して他省庁との

連携はどうなっているかということでございますけれども、大変恐縮でございますが、ま

ず経産省所管で実証システムとしてやらせていただきたいと思っております。うまく稼働

するシステムをつくった上で、それを今後他省庁との連携はその上で考えていきたいと思

っています。 

 また、BCP の策定について、もっと流通業者に対してしっかりということでございます

けれども、今回審議会の報告書がまとまりましたので、これから業界団体に回りながらし

っかりと策定を促していきたい、強く求めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○ ●● 今のデジタル・インフラのものは、大体今までどこかの省庁が先行してモデル

的にやって、つくり上げるとほかの省庁は乗ってこなくて別のものをまたつくり始めると

いうことがしょっちゅう行われてきました。多分予算がついているのでそういう進め方を

すると思うのだけれども、これだけの大災害についてのものなので、後で農水省の食料品

などがきちんとこれに乗れるようにするなど、そこのところを省庁毎にバラバラにならな

いように、きちんとやってください。 

○経済産業省 基本的には JAN コードなり、既存の一般に流通しているコードを活用しな

がらつくっていくことを考えていますので、その辺は連動しやすいように意識してつくっ

ていきたいと思います。 

○ ●● あとは結局、流通のプラクティスも踏まえてということですね。 

○ ●● 資源エネルギー庁、どうぞ。 

○ 資源エネルギー庁 ●●からございましたデータセンターほかへの優先供給の話、こ

れは本当に極限まで石油が足りなくなった場合のアロケーションにつきましては、オイル

ショックのときにできました石油需給適正化法というのがありまして、使用制限あるいは

配給という制度がございます。これは資源エネルギー庁といいますよりも内閣全体で優先

順位を決めて、需要抑制し、配給していく制度でございます。我々、今この瞬間でも考え

ておりますが、それ以前の段階で、東日本大震災のときもそこまではいかなかったわけな



25 

 

のです。なるべく早く域内での供給を回復されるとともに、あるいは避難所とか緊急車両

への供給拠点であるとか、本当に社会秩序を維持する部分とかには、優先というよりも十

分な量を届けなければいけない、そのための枠組みをつくっているところでございます。 

 その中で今日は御説明いたしませんでしたけれども、自治体から、被災地からの要請に

応じて、避難所あるいは病院へ石油を個別に届ける特別なデリバリーをやるわけですが、

それに当たって、今、石油連盟と各都道府県・自治体の間で、あるいはもうちょっと現場

に近いレベルであれば各県の石油組合と自治体の間で、協定といいますか、覚書を結んで

いただくということをお願い、声をおかけしておりまして、例えばこの会議でも以前東京

都の例の御紹介があったと思いますが、それに類するものでございます。 

 その中であらかじめ自治体におかれては、拠点となる病院でありますとか、重要な避難

所になりますところ、あるいは通信施設、データセンター等々も含めて優先的にという言

葉が正しいかどうかわかりませんけれども、最初に必要になるようなところをあらかじめ

登録していただいて、そこに必要な油は何なのか。油と随分言われましたけれども、油に

も必要なものは軽油なのか、Ａ重油なのかとかいろいろありますし、ではそこに持って行

く手段は何で行けるのか。タンクローリーで行っても入れないところは実はいっぱいござ

いまして、そういうところとかのデータをあらかじめ石油連盟と交換しておいていただく。

そうすると、先ほど言いましたように、通常持って行っている人がだめになった場合でも

代替の人がわかる。こういうことを今お願いしています。そういうのが１つの我々が整備

していこうとしているところで、そういう中にデータセンター等も含めて入れていただけ

ればというお願いをしているところでございます。 

 ●●の方からございましたけれども、石油と他のものの物流というのは多分違うという

のは、実感としてもそのとおりでございます。恐らく石油の場合は、途中、タンクローリ

ーあるいは船、いろんな輸送手段がありますが、運んでいる主体というのは事業者として

違い、石油会社ではございません。だけれども、石油会社のシステムの中で物を運んでい

て、恐らくそれを一番効率よくコントロールできるのは石油会社なので、これは物流のと

ころだけ、例えばタンクローリーの会社の方々もトラック協会に所属していますが、それ

はトラック協会に言っても恐らく何の効率性も上がることにはならなくて、石油会社に言

って石油会社のシステムの中に入れてもらう。ある石油会社がだめになった場合に、代替

できるのはほかの石油会社だけということでございまして、まさにおっしゃるとおりの経

験に基づいて連携の体制をつくって、これが実際ワーカブルになるように石油会社と協力

してシステムをつくり上げていこうと思っております。 

 以上です。 

○ ●● それでは、国土交通省、お願いします。 

○国土交通省 まず、指定公共機関のお話でございますけれども、これは最終的には内閣

府でお決めいただくということでございますが、私どもといたしましても、今、全国規模

で災害対策基本法に基づいて指定公共機関、トラック事業者１社だけでございますが、こ
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れは大手を含め増やしていきたいと思っています。 

 この中で、特に私どもは全国のトラック協会を統括する全日本トラック協会というのが

ございますが、そこも是非位置づけていきたいと思っています。というのは、今、大手の

トラック事業者であったとしても、すべて自己で自分たちだけで輸送が完結できるような

輸送能力を持っているところは正直言ってございません。関連会社あるいは協力会社とい

う形で、地場の中小も使いながらシステムを組んでいるというのが基本になっているとこ

ろであります。 

 また、実際、災害が起こったときにどれだけトラックが例えば使えるのかとか、人、運

転手がどれだけ集められるのかといったようなところも、正直言って実際そうならないと

わからないというところがあるわけでありますので、我々としてはできるだけ広く物流事

業者及び団体に御協力いただけるような体制を目指したいと考えております。 

 先ほど全国で物資の受け入れ拠点、民間物流施設 395 と申し上げましたが、これは４つ

のブロックについて、とりあえず今年の３月までに積み上げた数がこれだけということで

ありまして、これで全然足りるとは思っていません。それに、選定されたところが必ず災

害が起きてもどんなことがあっても生き残っているとは限らないわけでありますので、こ

こも物流事業者の御理解を得ながら増やしていきたいと思っております。 

 先ほどお話がございました、特に最終的には被災民の方に物が届くというシステムをつ

くっていくということが大事であるという御意見は、まさにそのとおりだと思っています。

私ども物流事業者のシステムあるいは体制でどれだけできるかということがあるのですが、

特に市町村あるいは地場のトラック事業者などとも連携しながら、できるだけどこに細か

くお届けできるようにするかということを、地域ごとにこれから組んでいかなければいか

ないといけないのかなと思っております。 

 その関連で申し上げると、これは実際に岩手県だったと思いますが、ある宅配業者の取

組みとして評価できるお話があります。被災者の方に物をお届けしましたと、そのときに

次は何が必要ですかという情報収集を実はしていただいて、簡単なフォーマットで県の本

部まで上げていただいて、それによって必要なもの、先ほど来出ているとおり、被災者の

方が必要な物資というのは時々刻々と変わるものですから、そういう物流事業者のシステ

ムと言ってもかなりアナログ的なやり方ですけれども、そういう形で情報を取って集約し

て、オペレーションに生かしていくということも考えられるのではないかということで、

それも我々としてまた業界とも相談しながら制度化していきたいと思っています。 

 私ども、トラックと倉庫の話ばかりしていたので物流と言ったらそれだけかと思われる

とあれなのですが、勿論、今回、例えば自衛隊の輸送でフェリーが相当に役に立ったとか、

あるいは港湾の啓開の後でありますが、船でガソリン等の輸送も行っています。そういう

意味で、海、空も含めた支援物資の輸送体系というのも当然我々としては充実させていか

なければいけないと思っております。今後また勉強していきたいと思っております。 

 以上でございます。 
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○ ●● それでは、次の「医療体制の在り方について」、少し時間が押していますので、

厚生労働省からの説明は簡潔にお願いします。よろしくお願いします。 
 

資料説明 

 

○厚生労働省 厚生労働省医政局指導課で救急・周産期医療等対策室長をしております●

●と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料５をごらんください。「大規模発生時の災害医療等について」というこ

とで、１枚めくっていただいて、こちらの資料でございますけれども、昨年度、私どもの

方で災害医療の在り方に関する検討会というのを開催してございます。その中で挙がって

きた課題、それとその後の対応ということで御説明させていただきたいと思っております。 

 まず、災害時に重篤な患者の救命医療を行う災害拠点病院についてということでござい

ますが、上段に課題というのがございまして、東日本大震災を踏まえた課題として耐震化

の問題。これは受け入れるために病院機能を維持する必要性がございますけれども、一部

の医療機関では耐震性が低かった。被害があったということもあった。 

 また、ライフラインの問題では、実際に連絡がとれない、また EMIS という災害時の緊

急情報システムがあるのですが、こういったものに入力がなかなか徹底されない、燃料

等々が不足した、こんなようなことがございました。 

 備蓄・流通の関係では、食料、飲料水等が不足したようなこと。ヘリポートについては、

なかなかヘリポートの離着場から遠いようなところがございまして、こちらで時間がかか

った。平時からの役割として、DMAT ですとか医療チームを受け入れる体制整備が必要で

ある。 

 基幹災害拠点病院は都道府県に１つございます。基幹型でございますが、こちらについ

ても複数の DMAT を保有し、災害時の診療機能の強化の必要性があるのではないかと言わ

れてございます。 

 それぞれに今、現状の課題についてどういった対応かというところでございますが、下

の段で、特に各項目について右側でございます。これは災害時における医療体制の充実強

化についての通知で、災害拠点病院の要件を定めているものです。具体的には、耐震化に

ついては診療機能を有するところ、実際に診療を行うところについては耐震化を、またラ

イフラインについても衛星電話を保有したり、実際に３日程度の燃料、自家発電を使える

ような燃料を備蓄したり、食料、飲料水、医薬品等についても３日分程度の備蓄。DMAT

を災害拠点病院が保有、養成して自ら職員の方々になっていただいて、また受け入れる体

制をとっていただく。管内でも二次医療機関という災害拠点病院以外の医療機関もござい

ますけれども、こちらと定期的な訓練を行う。こんなような対応をしてございます。 

 １枚めくっていただきますと、こちらは災害派遣の医療チーム（DMAT）というものでご

ざいます。DMAT は災害の急性期なのですけれども、発災後も約 48 時間をめどに活動して
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いただく機動性を有する医療チームのことでございますが、それぞれについてこちらも課

題がございます。 

 活動内容でございますが、今回、東日本大震災は津波の被害が大きかったということが

ございまして、もともと外傷等の対応を想定したのとは違う慢性期疾患の対応が必要であ

ったということがございました。また、活動時間についても 48 時間以上活動しているよ

うなことがままあったということ。 

 通信の関係も先ほど EMIS の話がございましたが、インターネットの接続がなかなか難

しかったようなところもあった。ロジの関係でも調整をするところが DMAT は都道府県に

ございますけれども、こちらの調整本部の業務が膨大となった。また、現場、被災地内で

の医療のニーズを把握するのがなかなか難しかったようなこと。広域の医療の搬送、ほか

の地域の搬送の関係ですけれども、これは計画自体がなかなかなかったということもあっ

て調整に時間を要するようなこと。空路参集の DMAT は、生活資機材とかそういったよう

なものの携行が難しかったということがございます。 

 こういったそれぞれについても、DMAT は活動要領というものに基づいて活動してござ

いますが、そちらで対応してございます。 

 活動については右側でございますが、慢性疾患の臨機応変に対応できるように内容を変

えているというようなこと。 

 活動の時間についても、実際の活動時間は 48 時間程度としてございますが、これは慢

性期への移行を考えて、２次隊、３次隊の派遣の調整を考慮していく。 

 通信手段についても、衛星電話を含めた複数の通信手段を保有して活動していただく。 

 指揮調整については、DMAT 事務局ですとか都道府県の調整本部に積極的にサポート要

員を派遣するような形。 

 ロジの関係でございますけれども、これも DMAT のロジスティックチームを養成して実

際に対応していただくようなこと。 

 広域の搬送についても、あらかじめ航空搬送計画を策定して、SCU の設置場所、協力の

医療機関をあらかじめ定めて対応していただくというようなことで対応してございます。 

 １枚めくっていただいたところで、こちらは中長期における医療提供体制と書いてござ

いますが、各都道府県で今回さまざまな医療チームの受け入れをしましたが、そのときの

対応でございます。 

 課題でございますが、都道府県と挙げてございますけれども、こちらには各県で医療チ

ームとの調整を行う組織の立ち上げに時間がかかりました。そのために受け入れ体制がな

かなか十分ではなかったというようなことがございます。それよりも小さい範囲で保健所

の管轄区域ですとか市町村の単位でございますけれども、こちらも地域における病院です

とか避難所に対する医療事務の派遣を調整する体制がなかなか十分でなかったようなこと

がございます。 

 また、計画訓練についても、今回、慢性期の患者の対応が非常に多かったということが
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ございますけれども、こういった患者等の受け入れの医療機関の調整がなかなか難しいこ

とがあった。 

 あと「一般医療期間」、済みません、これは誤植でございますが、「医療機関」でござ

います。こちらも業務継続計画的な長期的な対応に関する体制の整備がなかなかなされて

いなかったようなこと。また、人工呼吸器等の医療機器を利用している患者については停

電への対応が必要であった。こういったような課題がございます。 

 それぞれ受け入れのところ、都道府県のところでございますが、災害対策本部が各都道

府県にできると思いますけれども、その中の組織として派遣を調整する本部を事前に計画

を策定していただく。その上でコーディネートを十分に発揮していただく。また、災害拠

点病院以外の医療機関については、先ほどの災害医療の情報システムについても加入を促

進いただく。 

 更にそれより小さい単位、現場に近い単位でございますけれども、こちらでも実際に保

健所、市町村の行政の担当者と地域の医師会ですとか医療関係者、医療チームが情報交換

できるような場、地域災害医療対策会議と書いてございますが、こちらを事前に計画を定

めて策定していく。実際にコーディネートをそこで図っていただく、こういったようなこ

とです。 

 また、計画訓練につきましても、２ポツ目にございますけれども、都道府県、災害拠点

病院でございますが、関係機関と連携しながら、災害時における計画を基に定期的に訓練

を行っていく。一般の医療機関については、先ほどございましたけれども、医療機関自ら

被災することを想定したマニュアルですとか業務継続計画をつくっていただきたいという

ような対応をしているところでございます。 

 １枚めくっていただきますと、今、申し上げたところがシェーマになっております。今、

御説明したところでございますので簡単にしか申し上げませんが、都道府県のところの中

にも調整本部がございまして、外からの機関からも派遣の受け入れをし、またそれは保健

所、市町村単位での連携をしながらここでもコーディネートしていく。実際には被災現場

との派遣調整、こういったところがスムーズにいくように、これは超急性期が左側で、中

長期的には右側の方に移行していく。こんなような対応でございます。 

 今、申し上げたところでございますが、こういったような体制が取れるように、私ども

の通知等もしておりますし、あと必要な予算、一部については診療報酬上の手当もされて

いる部分もございます。こういったものに対応しまして、引き続き災害医療の充実を図っ

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○ ●● それでは、各委員の方から御意見がございましたらお出しください。 

 

審 議 
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○ ●● 東日本大震災をベースに現在の取組みの御説明をいただいたのですけれども、

東日本の災害の人的な特徴と言うと、１万 9,000 人を超える人が亡くなっていますが、負

傷者として登録されている人は 6,000 人なのです。阪神大震災は直接亡くなった方は

5,500 人に対して負傷者は４万 4,000 人。首都直下はこの間の東京都の被害想定だけで、

死者１万人に対して負傷者が 15 万人ぐらい発生する。 

 15 万人の負傷者をどうするかというのは、恐らく災害医療の最大の課題だと思います。

例えば東京だけで見ても、1,000 チーム全部が集まって１チーム 150 人面倒を見る。１人

10 分かけて治療すると考えると、もうそれだけでフル回転で 24 時間ぐらい医師、DMAT が

働かなければいけないというぐらいの医療の需要量というのが想定されている。恐らく人

の問題と同時に、必要な医薬品とか医療器具が膨大な数量に上がるのだと思うのです。首

都直下地震の医療活動は、最大でどれだけの医療者の数を出せるかという問題がある。 

 特に重篤の患者を拠点病院というものがどういうふうに収容できるのか。拠点病院とい

うところが収容力のある病院というわけでは必ずしもないとすると、後方搬送というのを、

被災地外に高度な治療を必要とする被災者を出さなければいけない。その部分と連動して

考えておかないと、この膨大な被害というものに対する対応にはならないのかなと思いま

す。DMAT を現地でいかに対応するかだけでは、多分収まりきらないというところがある

なと、今、お話を伺いながら思いました。 

○ ●● では、●●からお願いします。 

○ ●● 今、●●がおっしゃったとおりなのですけれども、その中で航空搬送の計画を

策定するということが３ページにも書いてある。搬送ということになると、恐らく自衛隊、

ドクターヘリもありますけれども、消防関係のヘリ、そういう航空手段と、もう一つは陸

上のものがあると思うのです。そうすると、後方搬送の計画を相当しっかりつくらなけれ

ばいけない。 

 ●●がおっしゃったように、ものすごい需給アンバランスが起きるということなのです。

そのときにどのくらいの量が必要かというのは、EMIS で、一応オンリクエストで求める

ということになっているのですが、これはたびたびずっと入力がうまくいかないというこ

とが言われていて、恐らく次もひどいところほど入力がうまくいかないだろう。そうする

と、その入力問題を解決するには相当な人数を派遣するとか、しっかりやらないといけな

くて、これは単に通信手段を整備しただけでは難しいのではないかと思います。 

 関連はすると思うのですけれども、震災関連死を減らすという視点をどこかに入れる必

要があるかなと思います。中長期のところにも課題になると思いますけれども、入院して

いる患者がいる病院が被災した場合に、新たなそういう患者がかなり出てくる。そういう

ことになると、震災関連死ということは本当にひどくなる可能性があるので、それを減ら

す観点が必要ではないかという気がいたします。 

 以上です。 

○ ●● ●●、どうぞ。 
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○ ●● 災害時に災害拠点病院にきちんと機能してもらうためには、軽傷の人をなるべ

くそこに集中させないで、災害拠点病院は重症の人に専念してもらうということが必要で

す。でも、現状では市民の中でもそういった意識は低いですし、地域の救護所や医師会の

体制などもまだまだ不十分ではないかと思っています。 

 救護所自身の体制整備と、救護所と災害拠点病院の連携及び市民の意識啓発という３点

が重要だと思っております。また、人工透析の患者とか妊産婦とか難病の方についても、

当事者に災害になったらこうした方がいいですとか、こうしてくださいみたいな意識啓発

はまだまだ不十分だと思っていますので、そういった方にあらかじめあなたはどうしたら

いいのかというのがわかる体制整備や、そのときどうするか相談できる体制などが必要だ

と思っています。 

 更にこういった人たちは被災地内にいても状況が悪くなるだけですので、集団疎開する

なり何なり、そういった体制も併せて整備しておく必要があると思います。 

 あと●●もおっしゃったように、避難生活の中での体調管理をして、震災関連死を減ら

すということが非常に重要になってくると思いますので、避難生活されている方の中で体

調が悪い人をいち早く見つけるような保健師の訪問体制とか、それが発見された場合に自

治体、避難所、あと病院がどうやって連携してその人たちをフォローアップできるかとい

う連携体制も重要だと思っております。 

 以上です。 

○ ●● ほかにはありますか。 

 ●●、お願いします。 

○ ●● ２ページ目で拠点病院の被害を受けているところは、地震のたびに繰り返され

ている。設備等をやられていて、機器がやられていてできない。拠点病院は恐らく免震化

は必須ですし、今また新耐震の指針に合っていないものは必ずしないといけないと思うの

です。新耐震になっているところは 60％ぐらいですか。これは徹底的に進めて、かつ免

震にして、機器も固定対策、長周期対策というのをやらないといけないと思います。 

 まだ備蓄も燃料を含めて十分でないという病院も多いと聞いていますので、これも恐ら

く徹底しないといけないと思います。 

 細かいようですけれども、ヘリコプターまでの搬送に時間がかかった。これは液状化す

るようなところもあるので、液状化対策、ヘリポートだけではなくてそこまでの通路を含

めた対策も恐らく必要になるのではないかと思います。 

 慢性疾患の問題も含めて、やはり地元の診療所の持っているデータ、情報は常に連携し

ないといけない。そのデータのフォーマットがちゃんとそろっているとか、バックアップ

がどうなっているかとか、地元が持っている情報、地域が持っている情報というのをどう

やって共有できるようにしておくか。そういう体制づくりが必要になるのではないかと思

います。 

 あと先ほどと繰り返しますけれども、BCP も４ページで望ましいと書いてありますけれ
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ども、拠点病院でも 10％ぐらいしか行っていないという現状ですので、補助金の条件と

しては BCP をやれという条件を出すとか、備蓄も進めるとか、かなり厳しくしないと繰り

返すことになってしまうのではないかと思いますので、是非検討していただきたいと思い

ます。 

○ ●● ありがとうございました。 

 ●●、お願いします。 

○ ●● 今国会では、マイナンバー制度が法案成立にいたりませんでした。防災対策や

災害医療の観点からも、マイナンバーが非常に有効であろうと思われます。具体的には、

他の委員の方も指摘されたように、マイナンバー制度の導入によって多くの情報を集中し

て整理し、管理することができると思いますので、同制度の活用についても積極的に検討

を進めてもらいたい。 

○ ●● ありがとうございました。 

 ●●、どうぞ。 

○ ●● DMAT の話とその後の医療の部分があるのですけれども、今のお話を聞いてい

ると、DMAT ではとても足らぬというのが御指摘だと思うのです。だからといって DMAT は

要らないという意味ではないので、いろんな意味での広域の医療の連携というのを進める

上の仕掛けとして、広域応援体制というのがすごく機能すると思いますし、DMAT をつく

って、一生懸命訓練してきてくれたことが、今回はそんなに負傷者の数がなくて十分な活

動には至らなかったかもしれませんけれども、それだけの備えができていたということは

非常に大きいことだと思うのです。 

 残りは、●●が言ってくれたことになるわけですけれども、DMAT では限りがあるのだ

ったらというので、１つは地元の医療資源、医師、医師会の活用。私はこの話をしていて、

阪神のときの西宮の話を思い出したのです。５時 46 分に地震が起こってから、その日の

夕方の４時までひっきりなしに地元で開業している医師のところに患者が来たそうですけ

れども、そこから後でぱたっと来なくなった。 

 その 10 時間ぐらい、もう夢中でいろいろやっているのですけれども、ほとんどの患者

がそんなにひどいものではない。そういう意味ではプライマリーケアの部分で処理できる

ものの方がすごく多いことは事実なので、医師も地元のいる医師たちの協力あるいは意識

の向上が大変重要なのではないか。どうしても目立つところ、大きい病院でトリアージし

ているとかというところが見えてしまうのです。その裏では、まだ事の重大性が理解でき

ずに、その先生は明日医師会があるのだろうかと思いながら一日治療をしていましたとお

っしゃっていました。状況がつかめなくとも地域の医師の貢献は大きかったのです。です

から、首都圏がやられるというならば、その中にたくさんの医師もいるわけで、彼らにま

ず頑張ってもらわなければいけない。 

 もう一つは、首都圏に暮らしている方自身で、医療資源がなかなか手に入らないのだと

いうことを理解してもらう、もう少し具体的には、そのときに何をしたらいいのかという
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ような形で、いわゆる防災啓発というのはあってもいいのかなと。余りにも何もしないで

いると、いざとなれば、医療も何も提供されるという前提が崩れるということをまず御自

覚いただいて、それでも首都圏に生活することを選んでおられるのだということを是非御

認識いただくような形で、これから系統的な情報発信というのをやるべきかと思いました。 

 以上です。 

○ ●● ありがとうございました。 

 それでは、厚労省の方で特に何かあれば簡潔にお願いします。特になければ結構です。

よろしいですか。 

○厚生労働省 ２～３、よろしくお願いします。 

○ ●● １点だけその前によろしいでしょうか。 

○ ●●、どうぞ。 

○ ●● 一言だけなのですけれども、ある医師からこういう話を持ちかけられたのです。

いわゆる民間のクリニックが被災したときに、実はその後が大変なのです。何も支援がな

くて、ところが、民間クリニックには高齢者はたくさんかかっている。東日本でも民間の

クリニックが被災して、結局再建ができなくて、医師は技がありますから全国どこへ行っ

ても仕事ができるということで、被災地を離れてしまう。かかりつけの医師がどんどんい

なくなってしまう状況の中で、仮設診療所という公的につくったものに、どんどん患者が

集まっていくというような状況が起きるという話を聞いたのです。 

 先ほど地元の医師会という話がありましたけれども、民間クリニックの早期的な活用、

ハードウェアの方のバックアップを強力に展開するような対策を、私は十分政策がどうな

っているのかわからないで言っているのですけれども、必要なのかなと。 

 その方がおっしゃっていたのは、仮設クリニックス、コンプレックスを東京の場合には

是非つくってほしい。医師は町場で活動ができるので、たくさん救うことができるはずだ

というようなことをおっしゃっていました。そういう仕組みを考える必要が、首都の地震

だとあるのではないでしょうかと申し述べられたことがありました。 

○ ●● ありがとうございました。 

 それでは、厚生労働省、どうぞ。 

○ 厚生労働省 ●●が初めに言われていた、今回の首都直下の地震では被害想定が非常

に大きくて、対応する医療を考えるべきではないか、これはおっしゃるとおりだと思って

おります。 

 今回の先ほど御説明申し上げた東日本大震災は被害想定ということでございますけれど

も、DMAT 自体は、実は阪神・淡路大震災を基にして結成したチームでございますので、

基本的には災害医療、特に急性期の医療を提供するチームとして考えています。ですから、

勿論、DMAT だけではなかなか十分ではない部分がございますから、是非地域のほかの医

療機関も含めた対応を連携できるような体制を考えていきたいと思っております。 

 幾つかございましたが、広域搬送の点についても内閣府を中心に別途広域搬送のシミュ
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レーション訓練もやってございますので、私どもの方も含めて対応は一緒に協力しながら

考えていきたいと思っています。 

 避難所等々で地域の市民の方の啓発もしくは重症の患者がきちんと適当な医療機関にか

かれるようにというお話がございましたが、恐らく１つは病院においていろいろ患者が来

られた場合のトリアージ機能、軽傷の患者はこちらの方で対応していただくとか、そうい

ったような対応があるのではないかと思っております。 

 避難所の方にも保健師等々が巡回されて実際に患者の状況、避難された方々の状況の把

握も努めていると聞いておりますので、そちらの方の対応も１つあると思っています。 

 あと最後の●●のお話でございますけれども、民間のクリニックの復旧の関係というこ

とでございますが、私どもは国の補助金ということもありましたけれども、実際のところ

は政策的な医療を担っているところについては、補助金は出しやすいところがあるのです

が、なかなか民間についてはそういったものに対応するのは難しいことがございます。課

題としては重々承知してございますので、御理解いただければと思っております。 

 以上です。 
 

閉 会 

 

○ ●● ありがとうございました。 

 それでは、以上で今日の会議の方は終了したいと思いますが、最後に、中川大臣の方か

らごあいさつをお願いしたいと思います。 
 

中川大臣挨拶 

 

○中川大臣 「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」、７回目をやっていただきま

して本当にありがとうございました。 

 引き続き検討すべき主な事項ということでこれから入っていただくわけでありますが、

今日は救援物資・燃料調達・輸送体制の在り方、医療体制の在り方について、各省庁から

報告を聞いていただいたのですけれども、私も感じているのですが、まだ入り口の議論と

いうか、本当にそういう意味ではこれから出発して組み立てていくということなのかなと

思います。 

 それも１つは想定だと思うのです。この間の８月 29 日あるいはその前の３月 31 日、そ

れぞれ南海トラフは想定を発表させていただいたのですが、その辺で大体のイメージが決

まってきているので、それから具体的な対応ということがもっと現実的なものになってく

るのだろうと思います。 

 できれば秋ごろに、この首都直下については地震動分布、津波高、冬ごろに被害想定の

公表ということで計画を持っていただきますが、大体それをすべて踏まえて、来年の春ご
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ろにここで総合的なものにまとめていただくということでありますので、今日はそういう

意味では出発点ということで、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 １つ、私が聞いていて感じたのは、各省庁、支援ということに対して先ほど御議論があ

りましたけれども、サプライサイドとデマンドサイドがあって、それをロジスティックで

マッチングさせながら結び付けていくという戦術、軍事面で言えばそれこそ戦争の戦術と

よく似ている部分があるのだろうと思いますが、各省庁の議論はどちらかというとサプラ

イサイドでまとめていこうということは強いのだと思うのです。しかし、現場の情報を集

めるということも含めて、現場で今何が起きていて何が必要なのか、どう情報を必要なと

ころへ引っ張り上げてくるかということと、どの主体が何を判断していくのかという民間

の先ほどのロジスティックの主体も含めて、そういうところの整理がもっと突っ込んで出

てこないと、いざというときになかなか機能しないのかなというイメージを先ほどの議論

を聞いて受け止めさせていただきました。そんな問題点もどうぞ共有していただいて、こ

れからもよろしくお願いを申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

○ ●● どうもありがとうございました。 

 今回、今日これで終了いたします。次回の日程は 10 月にまた予定されておりますが、

今、大臣からお話がありましたとおり、被害想定が出ましてから密度濃くやっていかなけ

ればならない。今日は入口ということでございます。どうぞ今後またよろしくお願い申し

上げます。 

 以上で今日の会議はおしまいにさせていただきます。ありがとうございました。 

○藤山（事務局） なお、次回は 10 月 16 日、15 時から、この会議室で予定されており

ます。またよろしくお願いいたします。 

 これで今日の会合を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 


